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「
世
界
人
権
宣
言
」
は
、
一
九
四
八
年

（
昭
和
二
十
三
年
）
十
二
月
十
日
に
国
際

連
合
で
採
択
さ
れ
、
こ
れ
を
記
念
し
て
国

際
連
合
は
、
十
二
月
十
日
を
「
人
権
デ
ー
」

（H
um
an
R
ights

D
ay

）
と
定
め
ま
し

た
。

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

で
は
、十
二
月
四
日
か
ら
十
日
ま
で
を「
人

権
週
間
」と
定
め
、広
く
国
民
に
人
権
デ
ー

の
意
義
を
訴
え
、
人
権
意
識
の
普
及
高
揚

を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

名
古
屋
法
務
局
と
愛
知
県
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
で
は
、「
第
五
十
八
回
人
権
週

間
」
と
し
て
、
①
育
て
よ
う 
一
人
一
人
の 

人
権
意
識
（
思
い
や
り
の
心
・
か
け
が
え

の
な
い
命
を
大
切
に
）
②
女
性
の
人
権
を

守
ろ
う
③
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う
④
高

齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育
て
よ
う
⑤
障

害
の
あ
る
人
の
完
全
参
加
と
平
等
を
実
現

し
よ
う
⑥
部
落
差
別
を
な
く
そ
う
⑦
ア
イ

ヌ
の
人
々
に
対
す
る
理
解
を
深
め
よ
う
⑧

外
国
人
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う
⑨
Ｈ
Ｉ
Ｖ

感
染
者
や
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
な
ど
に
対
す

る
偏
見
を
な
く
そ
う
⑩
刑
を
終
え
て
出
所

し
た
人
に
対
す
る
偏
見
を
な
く
そ
う
⑪
犯

罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
人
権
に
配
慮
し

よ
う
⑫
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
人

権
侵
害
は
や
め
よ
う
⑬
性
的
指
向
を
理
由

と
す
る
差
別
を
な
く
そ
う
⑭
ホ
ー
ム
レ
ス

に
対
す
る
偏
見
を
な
く
そ
う
⑮
性
同
一
性

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
な
く
そ
う
⑯

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
対

す
る
意
識
を
深
め
よ
う

を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
人
権
週
間
中
に
次
の

よ
う
な
行
事
を
開
催
し
ま
す
。

□
十
二
月
四
日（
月
）　

愛
知
県
厚
生
年
金

会
館
で
人
権
ハ
ー
ト
フ
ル
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
を
開
催
し
、「
全
国
中
学
生
人
権
作

文
コ
ン
テ
ス
ト
愛
知
県
大
会
」
の
最
優

秀
賞
と
特
別
賞
の
表
彰
式
を
行
い
ま
す
。

□
十
二
月
七
日（
木
）　

名
鉄
百
貨
店
十
階

で
人
権
相
談
、
法
律
相
談
、
子
ど
も
の

人
権
相
談
、
女
性
の
た
め
の
人
権
相
談
、

外
国
人
の
た
め
の
人
権
相
談
を
行
い
ま

す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

　

�
０
５
２（
９
５
２
）８
１
１
１

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

（http://w
w
w
.jinken.go.jp/aichi/

aichi_index.htm
l

）

12
月
４
日
〜
１０
日
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虐
待
は
早
期
発
見
が
子
ど
も
の
安
全
を

守
る
「
は
じ
め
の
一
歩
」
と
な
り
ま
す
。

　

虐
待
を
し
て
し
ま
う
家
庭
は
、
地
域
の

な
か
で
孤
立
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
身

近
に
相
談
で
き
る
人
が
少
な
い
よ
う
で
す
。

　

子
ど
も
の
安
全
を
守
る
に
は
、
地
域
の

理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
す
。

「
本
当
に
虐
待
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
」

「
告
げ
口
し
て
い
る
よ
う
で
気
が
ひ
け

る
」
な
ど
の
理
由
で
、
虐
待
に
関
す
る
連

絡
や
通
告
を
た
め
ら
う
こ
と
が
よ
く
あ
り

ま
す
。

　

虐
待
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
児
童
相
談

所
な
ど
の
専
門
家
が
決
定
し
ま
す
。
連
絡

や
通
告
は
あ
く
ま
で
虐
待
を
未
然
に
防
ぐ

た
め
の
行
為
で
、
虐
待
の
悲
劇
か
ら
、
子

ど
も
や
親
を
守
る
た
め
の
行
為
で
す
。

　

皆
さ
ん
の
周
り
で
児
童
虐
待
と
思
わ
れ

る
事
例
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
被
害
が
大
き

く
な
る
前
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

□
連
絡
先

　

阿
久
比
町
家
庭
児
童
相
談
室　

　

�（
４
８
）２
１
１
１
（
直
通
）

　

知
多
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー　

　

�（
２
２
）３
９
３
９

　

最
近
、
児
童
虐
待
に
よ
る
悲
惨
な
事
件

が
連
日
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
・
新
聞
な
ど
で

報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
来
、
子
ど
も
た
ち
は
、
家
族
や
地
域

か
ら
温
か
く
見
守
ら
れ
、
健
や
か
に
成
長

し
て
い
く
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
は
ず

で
す
。
し
か
し
現
実
に
は
、
親
か
ら
虐
待

を
受
け
、
心
身
に
大
き
な
傷
を
負
っ
た
子

ど
も
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　

児
童
虐
待
は
、
家
庭
内
の
密
室
で
行
わ

れ
る
た
め
発
見
し
に
く
く
、
分
か
っ
た
時

点
で
は
す
で
に
手
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
事

例
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

児
童
福
祉
法
と
児
童
虐
待
防
止
法
で
は
、

虐
待
の
発
見
者
は
児
童
相
談
所
や
市
町
村

に
通
告
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
家
庭
児
童
相
談
室
を
設
置
し
、

民
生
児
童
委
員
、保
育
園
、保
健
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
関
係
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
進
め
、
虐
待
の
未
然

防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

虐
待
に
よ
る
深
刻
な
事
態
に
な
る
前
に
、

警
察
官
の
積
極
的
な
関
与
も
必
要
と
な
る

こ
と
か
ら
、
半
田
警
察
署
と
も
日
ご
ろ
か

ら
連
携
の
強
化
に
努
め
て
い
ま
す
。
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虐待の通告義務

　児童福祉法、児童虐待
防止法の改正により、虐
待の発見者は、虐待が疑
われる場合、確かな証拠
がなくても児童相談所や
市町村に通告する義務が
課せられました。


